
山口市家庭用飲用井戸等整備事業手続きフロー図 

 

①市役所環境衛生課へ相談 

 

 

 

②補助金交付申請書（様式第１号）の提出 ［申請者→市］ 

 

 

 

 

 

③補助金交付決定通知書（様式第４号）を送付［市→申請者］ 

 

 

 

④事業の開始 

 

 

 

⑤実績報告書（様式第８号）［申請者→市］ 

 

 

 

 

⑥補助金確定通知書（様式第９号）を送付［市→申請者］ 

 

 

 

⑦補助金交付請求書（様式第１０号）の提出［申請者→市］ 

 

 

 

⑧補助金振込（申請者の指定口座）［市→申請者］ 

        請求書受理後３０日以内に支払い 

 

【添付書類】  

・ 見積書（写） ・施工図面 

・ 位置図 ・土地使用承諾書（様式第２号） 

・ 代表者選任届（様式第３号） ・市税滞納の無いことの証明 

・ 市長が必要と認める書類 

交付決定通知後に事業に着工 

※交付決定前に着工されると補助対象となりません。 

【添付書類】  

・ 契約書の写 ・領収書の写 ・水質検査結果書の写（市が指定する

１６項目を検査） ・工事写真 ・柱状図 ・竣工図面  

・ 市長が必要と認めるもの 

概ね１週間以内に補助金申請書の審査を行い可否の決定 

概ね１週間以内に実績報告書の審査を行い補助金額の確定 


